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区分 実施機関 補助金名 対象事業 事業期間 補助率 補助限度額 募集期間 HP等

事業承継

島根県事業

承継・引継ぎ

支援センター

（島根県中

小企業課）

第三者承継・統合型支

援補助金

県内中小企業者が第三者承継により経営資源を引継いだ後に必要となる設備投資（以

下「補助事業」という。）に係る経費の一部を補助することにより、県内の後継者不在の中

小企業者の事業の廃業を未然に防止し、地域に必要な事業の継続、雇用の維持を図る。

【補助対象経費】

備品機械設備等購入費、施設改修費、撤去費

2024/1/31 1/2

1,000万円

または 600万円

（中山間地域の被承継者

から引継ぐ経営資源の従業

員数が５名未満の場合）

未定

https://www.pref.shimane

.lg.jp/industry/syoko/sang

yo/chusho/daisansya_syo

ukei.html

(1) 補助対象期間内に被承継者から経営資源を引継ぐ承継者

であること。

(2) 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であるこ

と。

(3) 特別関係者でないこと。

(4) 申請の日から起算して１年以内において、資本関係者でな

いこと。

対象企業等
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